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船舶インシデント調査報告書 

 

                               令和２年３月４日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

委   員  田 村 兼 吉 

委   員  岡 本 満喜子 

 

インシデント種類 運航不能（舵故障） 

発生日時 令和元年１０月２８日 １３時００分ごろ 

発生場所 沖縄県久米島
く め じ ま

町久米島西方沖 

 久米島灯台から真方位２６１°４８.８海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯２６°１６.０′ 東経１２５°５０.０′） 

インシデントの概要 漁船凌
りょう

丸は、操業中、舵が故障して運航不能となった。 

インシデント調査の経過  令和元年１１月１４日、本インシデントの調査を担当する主管調査

官（那覇事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 凌丸、９.１トン 

 ＯＮ２－０５２２（漁船登録番号）、個人所有 

 １１.４０ｍ（Lr）×２.８２ｍ×１.１７ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、３０８.９１kＷ、平成２年３月２９日 

 第２９５－３１１２３号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ５６歳 

一級小型船舶操縦士 

 免許登録日 平成１９年８月３０日 

  免許証交付日 平成２９年８月２３日 

         （令和４年８月２９日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 東南東、風速 約４.５m/s、視界 良好 

海象：波高 約１.２ｍ 

 インシデントの経過 本船は、船長及び甲板員１人が乗り組み、まぐろはえ
．．．．．

縄漁の目的

で、令和元年１０月２４日１０時３０分ごろ沖縄県那覇
な は

市泊
とまり

漁港を

出港して久米島西方沖の漁場に向かった。 

本船は、２６日から操業を開始し、２７日までに２回の操業を行っ

た後、２８日朝に３回目の操業を開始した。 

本船は、１０時００分ごろ投縄作業を終えて約３時間漂泊した後、

１３時００分ごろ揚縄作業を始める目的で、はえ
．．

縄端に取り付けられ

ているラジオブイから発信される電波を目指して航行を始めたとこ
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ろ、操舵しても舵が効かず、舵輪を直進にしても徐々に右転し、直進

することができなかった。 

本船は、舵が効かないことについて、船長が、操舵装置が故障した

と思い、メーカーに問い合わせて操舵装置の確認を行ったものの、改

善されなかった。 

船長は、舵が効かない理由が、舵自体脱落等しているのではないか

と考え、海中に潜って確認したところ、‘ラダーストックと舵心材を接

続する継手の舵心材側フランジ’（以下「本件フランジ」という。）の

全周溶接による接合部分が破断していることを認めた。 

船長は、舵が効かないことについて、海上保安庁及び所属する漁業

協同組合に連絡を行った。 

本船は、はえ
．．

縄が北東方に流されていたので、船長が、舵輪を直進

にして大きく右転する直前まで前進を行って直後に後進を繰り返すこ

とで、はえ
．．

縄に向かって航行することとした。 

本船は、２９日０４時００分ごろはえ
．．

縄に追いつき、０８時００分

ごろ来援した僚船と共に揚縄作業を開始し、３０日２１時００分ごろ

同作業を終え、僚船にえい
．．

航され、３１日１７時００分ごろ泊漁港に

着岸した。 

本船は、その後、沖縄県浦添
うらそえ

市所在のドックにえい
．．

航された後、上

架された。 

（付図１ インシデント発生場所概略図、写真１ 舵（修理後）、写

真２ ラダーストック、継手及び舵心材（修理後）、写真３ 本件

フランジ及び舵心材（修理後）、写真４ 本件フランジ 参照） 

 その他の事項 

 

 本船の舵は、舵心材を骨材とし、その周囲に舵板を接合することで

構成されており、舵心材を中心軸として左右に動かされる。 

 本船の舵は、舵心材が、継手を通じて上部に位置するラダーストッ

クから吊り上げられ、同時に下部のシューピースに位置するガジョン

（壺金）において下から支えられることで、適正な位置に保持されて

いる。 

本船は、舵輪を操作することで操舵装置が作動し、船体下部を貫通

するラダーストックを回転させ、継手を経て船外にある舵心材に回転

力を伝達させることで、舵心材を中心にして舵を左右に動かされるこ

とで操舵を行っている。 

 ラダーストックと舵心材を接続する継手は、ラダーストック端のフ

ランジと本件フランジを４本のボルト及びナットで締め付けることに

より接続されている。 

 本船は、上架後、シューピースにおいて下から舵心材を支えるガジ

ョンが失われていたことが確認された。 

 ラダーストック及び舵心材は、曲損等がなかった。 

 舵及びシューピースは、防食亜鉛板が取り付けられており、本イン
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シデント発生時においてまだ残量があった。 

 本件フランジは、プロペラの後部に位置しており、航行時におい

て、プロペラからの水流によるキャビテーション（回転するプロペラ

の翼端に負圧が生じて気泡が発生し、更に発生した気泡がつぶれて破

裂する際に発生する衝撃）の影響を受けていた。 

 本船は、平成３０年１月１０日に日本小型船舶検査機構（ＪＣＩ）

による第１種中間検査を受検し、合格していたが、舵心材及び継手に

ついては、定期検査及び中間検査での検査対象となっていなかった。 

本船は、平成３０年９月に上架した際、船長が目視で舵の状態につ

いて確認を行ったが、不具合は認められなかった。 

 本船は、本インシデント発生まで、操船時、舵効きが遅い等の不具

合は認められなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

なし 

あり 

なし 

 本船は、久米島西方沖で操業中、本件フランジの全周溶接による接

合部分が破断したことから、操舵装置によるラダーストックの回転が

舵心材に伝達しないことで舵を左右に動かすことができなくなり、運

航不能となったものと推定される。 

 本件フランジの全周溶接による接合部分が破断したのは、溶接の施

行不良、ガジョン喪失によって下から舵心材を支える力がなくなるこ

とによる負荷の増大、または、プロペラのキャビテーションによる影

響の可能性があると考えられるが、その状況を明らかにすることはで

きなかった。 

原因  本インシデントは、本船が、久米島西方沖で操業中、本件フランジ

の全周溶接による接合部分が破断したため、操舵装置によるラダース

トックの回転が舵心材に伝達しないことで舵を左右に動かすことがで

きなくなったことにより発生したものと推定される。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

・ラダーストックと舵心材を接続する継手は、破断すると舵を動か

すことができなくなるので、上架した際、目視検査ではなく専門

業者等による点検を行うことが望ましい。 

・舵が動かなくなった際、両舷あるいは船尾からえい
．．

航物を引く等

の方法による仮舵（応急舵）によって操船を行えるよう準備をし

ておくことが望ましい。 
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付図１ インシデント発生場所概略図 
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写真１ 舵（修理後） 

 
写真２ ラダーストック、継手及び舵心材（修理後） 

 

写真３ 本件フランジ及び舵心材（修理後） 
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写真４ 本件フランジ 

 

破断した全周溶接

による接合部分 


